
 ケーススタディー 

『老齢基礎年金の相談』 

老齢基礎年金  

（ターンアラウンド用請求書を持参された場合） 

このケーススタディーは、平成27年4月1日時点の法令に基づき制作されています 



老 齢 基 礎 年 金  

ナビゲーター 

永年美結 

相談者ごとの状況やニーズに応じた的確な 
ご案内・お手続き方法を習得する 

【学習目標】 

老齢基礎年金請求における専門的な情報に 
ついて、関係法令に基づいたわかりやすい 
説明方法を習得する 

講師 

工藤悠真 



老 齢 基 礎 年 金  

＜高齢者の視覚  ＞ 



老 齢 基 礎 年 金  

乙成町の国民年金課担当 
 
氏名：吉村 爽史（よしむら そうし） 
 
年齢：32歳 
 
経歴：入庁10年目 

国民年金担当となってすでに3年 
年金相談には自信がもてるようになって
きたところ 

 
情報：社会保険オンラインシステムの利用環境 
   はなく、一部業務で「ねんきんネット」 
   を利用している    

年金窓口担当者のプロフィール 



老 齢 基 礎 年 金  

以下の男性が窓口に平成27年９月25日に来訪 
 
 
氏名：井上 孝和 
 
来訪目的： 

相談者の状況 

年金請求方法の詳細と、 

受給できる年金額の確認 



老 齢 基 礎 年 金  窓口来訪目的の確認 

はい。 

こんにちは。 
本日はどのようなご用件でお越しですか。 

年金機構からこの封筒が届いたので、請求の 
方法とどのくらい年金がもらえるか聞きに 
来ました。 

かしこまりました、内容を拝見してもよろしい
ですか？ 



老 齢 基 礎 年 金  窓口来訪目的の確認 

これは、日本年金機構からお客様へお送りして
いる老齢年金の請求書ですね。 

それでは、老齢基礎年金のご請求について 
ひと通り説明させていただきたいと思いますが、
お時間はございますか。 

そうですか。 

時間なら大丈夫です。 



老 齢 基 礎 年 金  本人確認 

それでは最初に、本人確認をさせていただき 
ます。ご本人様でしたら、確認ができる免許証
等をご提示ください。 

ありがとうございます。 

免許証は持ってないですが、住基カードを 
持ってきました。 



老 齢 基 礎 年 金  本人確認 

○運転免許証（運転経歴証明書） 

○住民基本台帳カード（写真付きのもの） 

○旅券（パスポート） 

○身体障害者手帳、療育手帳 

○特別永住者証明書、在留カード 

○国または地方公共団体の機関が発行した 
 資格証明書（写真付きのもの） 

 ・船員手帳 

 ・海技免状 

 ・小型船舶操縦免許証 

 ・猟銃・空気銃所持許可証 

 ・戦傷病者手帳 

 ・宅地建物取引士証 

など 

1つの掲示で足りるもの 

○被保険者証、組合員証（国民健康保険、 
 健康保険、船員保険、後期高齢者医療、 
 介護保険、共済組合） 

○住民基本台帳カード 
 （写真の貼付のないもの） 

○公的年金（企業年金、基金を除く）の 
 年金証書または恩給証書 

○年金手帳 

○日本年金機構が交付した通知書（年金額 
 決定通知書、年金振込通知書等） 

○金融機関またはゆうちょ銀行の預（貯）金 
 通帳、キャッシュカード、クレジットカード 

○印鑑登録証明書 

○学生証（写真付きのもの） 

など 

2つ以上の掲示が必要なもの 
（異なる○印の組合せが必要です） 



老 齢 基 礎 年 金  窓口来訪目的の確認 



老 齢 基 礎 年 金  窓口来訪目的の確認 

それでは、まずこちらをご覧ください。 
このお手続きガイドに沿って説明させて 
いただきたいと思いますが、そちらの書類が 
届いているということは、老齢基礎年金の 
お手続きに必要な要件はおそらく整っています
ので大丈夫ですね。この中でお尋ねになりたい
ことはございますか。 

では、まずは井上様がお受け取りになる年金の
見込額について確認してみましょう。 

そうですね、やっぱり年金額がいくらになるの
かは気になりますね。 

このお手続きガイドに沿って説明させて 
いただきたいと思いますが、そちらの書類が 
届いているということは、老齢基礎年金の 
お手続きに必要な要件はおそらく整っています
ので大丈夫ですね。この中でお尋ねになりたい
ことはございますか。 



老 齢 基 礎 年 金  窓口来訪目的の確認 



老 齢 基 礎 年 金  受給資格の確認と相談窓口の案内 



老 齢 基 礎 年 金  

＜受給資格の確認 ― 請求書同封のパンフレット＞ 

60歳用・61歳用・65歳用・未請求用 

現在、請求書に同封されている 
パンフレットは4種類 

65歳用 

受給資格の確認と相談窓口の案内 



老 齢 基 礎 年 金  

＜受給資格の確認 ― 各パンフレットの意味＞ 

65歳用 

65歳から老齢基礎年金または老齢厚生年金の 

受給権の発生する方用 

特別支給の老齢厚生年金の受給権がすでに発生 

しているにもかかわらず、いまだ未請求の方用 

未請求用 

受給資格の確認と相談窓口の案内 



老 齢 基 礎 年 金  

特別支給の老齢厚生年金の

受給権の発生する方用 

＜受給資格の確認 ― 各パンフレットの意味＞ 

60歳用 61歳用 

受給資格の確認と相談窓口の案内 



老 齢 基 礎 年 金  受給資格の確認と相談窓口の案内 



老 齢 基 礎 年 金  

＜受給資格の確認 ―相談窓口のご案内＞ 

年金請求等は年金事務所で行っていただく 

60歳用 未請求用 61歳用 

受給資格の確認と相談窓口の案内 



老 齢 基 礎 年 金  

受給資格の確認 
「65歳用」パンフレット持参の方およびパンフレット未持参の方 ＜ ＞ 

ターンアラウンド請求書の加入履歴のページで以下を確認する 

パンフレット未持参 

◆記載された加入履歴に間違いがないか 
 

◆国民年金の加入期間中に第３号被保険者の 
 期間がないか 
 

◆配偶者の加入履歴も聴取。被用者年金の加入 
 期間の有無とその長さ 

65歳用 

受給資格の確認と相談窓口の案内 



老 齢 基 礎 年 金  加入記録の確認 

請求書に印字されている井上様の加入記録に 
よりますと、昭和51年4月から平成22年11月 
まで国民年金に加入となっていますね。昭和 
61年4月1日以降の期間は、ずっと第1号 
被保険者でしたか。第3号被保険者の期間は 
含まれていないでしょうか。 

と言いますと？ 

説明がわかりにくかったですよね。申し訳 
ございません。1つ1つ確認して参りますが･･･
現在、奥様はいらっしゃいますか？ 

おりますよ。 

＜本人＞ 
昭和45年12月（20歳到達）～昭和51年3月 
：海外在住で適用除外 
 

昭和51年4月～平成22年11月： 
国民年金の第1号被保険者 
 

厚生年金加入履歴なし 

60歳到達
月の前月 



老 齢 基 礎 年 金  

では、本日、奥様の年金手帳など、基礎年金 
番号がわかるものをお持ちでしょうか？ 

とりあえず本日は、井上様の国民年金の加入 
期間に第３号被保険者期間が含まれるか、また、
この後ご説明する振替加算が加算されるかの 
判断の目安が必要です。差し支えなければ、 
奥様の生年月日と結婚された年月日を教えて 
いただけますか。 

あいにく妻の分は持ってきておりませんね。 

加入記録の確認 



老 齢 基 礎 年 金  

妻の生年月日は昭和22年３月31日で、結婚した
のは昭和51年4月30日です。その年の３月まで
はアメリカに住んでいて、向こうで妻と 
出会ったんですよ。日本に帰国してすぐに入籍
しました。 

それは素敵なお話ですね。では、最初に第３号
被保険者期間についての確認ですが、結婚 
された後に、奥様が会社などにお勤めで、 
井上様が奥様の扶養に入っていた時期は 
ございませんか？ 

加入記録の確認 



老 齢 基 礎 年 金  

妻は、結婚する前は働いていたけど、結婚して
からはずっと専業主婦ですから、そういうこと
はないですね。 

たしか5年くらいじゃないですかねえ。 

そうすると井上様に第３号被保険者期間はなさ
そうですし、振替加算の対象でもなさそうです
ね。念のために伺いますが、奥様がお勤めされ
ていた期間はどのくらいかわかりますか？ 

加入記録の確認 

＜本人＞ 
昭和45年12月（20歳到達）～昭和51年3月 
：海外在住で適用除外 
 

昭和51年4月～平成22年11月： 
国民年金の第1号被保険者 
 

厚生年金加入履歴なし 
国民年金第3号被保険者期間なし 
他の公的年金受給権なし 
保険料全額免除期間 平成22年7月～平成22年11月 
保険料未納期間 平成21年12月～平成22年6月 



老 齢 基 礎 年 金  

本日は井上様からの聞き取りにより判断させて
いただきましたが、請求書には奥様の基礎年金
番号を記入する欄がありますので、請求のとき
までに準備していただくようお願いいたします。 

わかりました。 

加入記録の確認 



老 齢 基 礎 年 金  

先ほど「昭和51年3月までアメリカに住んでい
た」とおっしゃっていましたが、井上様が20歳
になられた昭和45年当時もアメリカに住んで 
いらっしゃいましたか。 

ええ、高校を卒業してすぐにアメリカに渡り 
ましたので。 

そうですか。それでは、20歳になられてから 
帰国される昭和51年3月までは、海外にいらっ
しゃったため国民年金には加入されて 
いなかったということになりますね。 

そうですね。 

加入記録の確認 

＜本人＞ 
昭和45年12月（20歳到達）～昭和51年3月： 
海外在住で適用除外 
 

昭和51年4月～平成22年11月： 
国民年金の第1号被保険者 
 

厚生年金加入履歴なし 
国民年金第3号被保険者期間なし 
他の公的年金受給権なし 
保険料全額免除期間 平成22年7月～平成22年11月 
保険料未納期間 平成21年12月～平成22年6月 

昭和45年12月（20歳到達）～昭和51年3月： 
海外在住で適用除外 



老 齢 基 礎 年 金  

ところで、現在何らかの年金を受け取って 
いらっしゃいますか。 

いえ、年金はまだ何も受け取っていませんよ。 

承知しました。それでは、ここまで確認させて
いただいた内容を踏まえて、年金事務所の記録
で確認いたしますので、しばらくお待ち 
ください。 

加入記録の確認 

＜本人＞ 
昭和45年12月（20歳到達）～昭和51年3月： 
海外在住で適用除外 
 

昭和51年4月～平成22年11月： 
国民年金の第1号被保険者 
 

厚生年金加入履歴なし 
国民年金第3号被保険者期間なし 
他の公的年金受給権なし 



老 齢 基 礎 年 金  

・資格喪失年月日 

・保険料納付済期間 

・保険料免除期間 

・配偶者の情報 

・第1号被保険者期間中の資格取得年月日 

加入記録の確認 

＜加入記録の確認＞ 



老 齢 基 礎 年 金  

＜加入記録の確認＞ 

加入記録の確認 

＜本人＞ 
昭和45年12月（20歳到達）～昭和51年3月： 
海外在住で適用除外 
 

昭和51年4月～平成22年11月： 
国民年金の第1号被保険者 
 

厚生年金加入履歴なし 
国民年金第3号被保険者期間なし 
他の公的年金受給権なし 



老 齢 基 礎 年 金  加入記録の確認 

基礎年金番号をお願いします。 

乙成町役場国民年金課の吉村です。ターン 
アラウンド用請求書を持参した方の年金請求に
関連して、加入記録、納付記録や免除記録、他
の年金受給権の有無の確認をお願いいたします。 

0123-456789です。 



老 齢 基 礎 年 金  加入記録の確認 

ご照会の井上孝和様の加入記録、免除記録 
および他の年金受給権です。 

得喪は国民年金1号、昭和51年4月1日取得、 
平成22年12月23日喪失です。 

全額納付期間404月、全額免除期間5月、 
合計409月です。 

全額免除期間は平成22年7月から 
平成22年11月の5月です。 

未納期間があります。 
平成21年12月から平成22年6月の7月です。 

現在まで他の年金の受給権はありません。 

得喪は国民年金1号、昭和51年4月1日取得、 
平成22年12月23日喪失です。 

全額納付期間404月、全額免除期間5月、 
合計409月です。 

現在まで他の年金の受給権はありません。 

全額免除期間は平成22年7月から 
平成22年11月の5月です。 

未納期間があります。 
平成21年12月から平成22年6月の7月です。 



老 齢 基 礎 年 金  

ありがとうございました。 

井上様の配偶者の情報は登録されていません。 

ありがとうございます。井上様の配偶者の情報
は登録されていますか？ 

加入記録の確認 



老 齢 基 礎 年 金  

＜本人＞ 
昭和45年12月（20歳到達）～昭和51年3月まで 
海外在住で適用除外 
昭和51年4月～平成22年11月（60歳到達月の前月）まで 
国民年金の第1号被保険者 
厚生年金加入履歴なし 
国民年金第3号被保険者期間なし 
他の公的年金受給権なし 
保険料納付済期間（404月） 
保険料全額免除期間 5月（平成22年7月～平成22年11月） 
保険料未納期間 7月（平成21年12月～平成22年6月） 
未加入（適用除外）期間 
        64月（昭和45年12月～昭和51年3月） 
合計480月 
 
＜配偶者＞ 
配偶者の情報は登録されていない 

加入記録の確認 



老 齢 基 礎 年 金  

国民年金第１号被保険者加入実績のみの方 
市町村窓口で請求手続きが可能。具体的な請求方法・年金受給
見込み額などを案内 

年金事務所で請求手続きが可能。請求方法・年金受給見込み額
を案内 

国民年金第３号被保険者の加入実績をお持ちの方 

厚生年金加入実績（１年未満）をお持ちの方 

年金事務所で請求手続きが可能。市町村窓口では年金受給 
見込み額の案内は行えないため、請求方法のみを案内 

加入記録の確認 

加入記録の確認 
― 聴取・照会で得られた情報に基づく対応方法 ＜ ＞ 



老 齢 基 礎 年 金  年金見込み額の計算 



老 齢 基 礎 年 金  年金見込み額の計算 

それで、 
私の年金はいったいいくらになるんですか。 

ふーん、これぐらいなんですね。 

あくまでも仮に計算した見込み額ですので、 
実際の年金額は、ご請求後に日本年金機構より
送られる年金決定通知書にてご確認ください。 

はい、老齢基礎年金の受け取り年金額は、40年
間保険料を納付いただいた場合の年金額を基に
して、実際の保険料納付済期間と免除期間に 
応じてこのように計算します。井上様が65歳 
から年金の受け取りを開始した場合の年金 
見込み額がこちらです。 



老 齢 基 礎 年 金  年金見込み額の計算 



老 齢 基 礎 年 金  年金見込み額の計算 

＜年金加入記録＞ 

保険料納付済期間 404月 
保険料全額免除期間 5月 （平成22年7月～平成22年11月） 
保険料未納期間 7月 （平成21年12月～平成22年6月） 
未加入（適用除外）期間 
 64月 （昭和45年12月～昭和51年3月） 
合計480月 
 
満額の老齢基礎年金＝780,900円 として計算 



老 齢 基 礎 年 金  年金見込み額の計算 



老 齢 基 礎 年 金  

＜免除期間の年金額への算入率＞ 

演習 

免除の種別  平成21年4月以後 平成21年4月前 

保険料納付済期間 ① 1 

4分の 1免除期間 ② 7／8 ③ 5／6 

半 額 免 除 期 間 ④ 3／4 ⑤ 2／3 

4分の 3免除期間 ⑥ 5／8 ⑦ 1／2 

全 額 免 除 期 間 ⑧ 1／2 ⑨ 1／3 



老 齢 基 礎 年 金  演習 

保険料納付済期間および保険料免除
期間が480月に達した以降の年金額
への算入率 

免除の種別  平成21年4月以後 平成21年4月前 

4分の 1免除期間 ① 3／8 ② 1／2 

半 額 免 除 期 間 ③ 1／4 ④ 1／3 

4分の 3免除期間 ⑤ 1／8 ⑥ 1／6 

全 額 免 除 期 間 ⑦  00 ⑧  00 

〈 〉



老 齢 基 礎 年 金  演習 



老 齢 基 礎 年 金  受給開始時期（繰上げ請求） 

ところで、井上様は今日現在65歳に到達して 
いませんので、誕生日の前日までは本来の請求
ができません。ですが、65歳前に繰上げ請求を
行って3か月早く年金を受け取ることも可能 
です。 

そんなことができるんですか。 

はい。ただし、早く受け取れる代わりに受け 
取れる年金額が一定の減額率で減額され、生涯
この減額された年金を受け取ることになります。 



老 齢 基 礎 年 金  受給開始時期（繰上げ請求） 

どのくらい減らされるんですか。 

請求月から65歳到達月の前月までの月数
×0.5％の減額率で年金額が減額されます。井上
様の場合、仮に本日請求されると、本来請求 
より3か月早く老齢基礎年金の請求を行うこと
になりますので、3月×0.5％＝1.5％が減額 
されます。 



老 齢 基 礎 年 金  受給開始時期（繰上げ請求） 

661,300 1.5％ 651,400 



老 齢 基 礎 年 金  受給開始時期（繰上げ請求） 

2nd Ver. 
講師： 
10月分から受け取ることができます。つまり、
3か月分で約16万円の年金を前倒しで受け取る
ことが可能となり、早ければ12月または1月に
初回受け取り分が入金される可能性があります。 

12月 3月or4月 9月 12月or1月 1月 10月 2月 11月 
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2nd Ver. 
講師： 
10月分から受け取ることができます。つまり、
3か月分で約16万円の年金を前倒しで受け取る
ことが可能となり、早ければ12月または1月に
初回受け取り分が入金される可能性があります。 

64歳 65歳 81歳 

イメージ 
本来請求 

繰上請求 



老 齢 基 礎 年 金  

かしこまりました。今月中に繰上げ請求をされ
ない場合、年金額や受け取り開始月が変わり 
ますのでお気をつけください。 

また、繰上げ請求をした場合は、取り消し、 
変更ができません。それから、事後重症などに
よる障害基礎年金が受けられなくなったり、 
任意加入や追納、後納制度の利用ができなく
なったりするなど、いくつか注意が必要な点が
ございますので、よくお考えください。 

受給開始時期（繰上げ請求） 

うーん、減額率はわずかだけど、年金額が減る
のは嫌だな。帰ったら妻とも相談してみますよ。 



老 齢 基 礎 年 金  受給開始時期（繰下げ申出） 

わかりました。ところで、ここに書いてある 
繰下げ受給というのは何ですか。 

先ほどの繰上げとは逆に、66歳以降70歳まで、
年金を受け取る時期を遅らせることによって、
受取開始年齢に応じて一定の割合で年金額を 
増やすことができる制度です。 



老 齢 基 礎 年 金  受給開始時期（繰下げ申出） 

へー、でも途中で気が変わって繰下げしないっ
てことはできるんですか？  

65歳で年金を請求されずに、66歳以降に年金を
請求して繰下げの申出を行っていただくと、65
歳到達月から繰下げ請求される月の前月までの
月数×0.7％の増額率で年金額が増額されます。 



老 齢 基 礎 年 金  受給開始時期（繰下げ申出） 



老 齢 基 礎 年 金  受給開始時期（繰下げ申出） 
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老 齢 基 礎 年 金  受給開始時期（繰下げ申出） 



老 齢 基 礎 年 金  後納制度と追納制度 

今のところ、65歳から年金を受け取りたいと
思っていますが、繰下げ請求以外に少しでも 
年金の額を増やす方法はありますか。 

はい、年金額を増やすためには、追納や後納、
任意加入などの方法がございます。 



老 齢 基 礎 年 金  後納制度と追納制度 

井上様は平成21年12月～平成22年6月まで国民
年金保険料の未納期間が7か月と平成22年7月～
平成22年11月まで保険料の全額免除を受けた 
期間が5か月ございますね。 

はい。当時不景気で、保険料をきちんと納付で
きませんでした。年が明けて8月ごろ免除制度
のことを聞いて申請したんですよ。 



老 齢 基 礎 年 金  後納制度と追納制度 

そうでしたか。未納期間については、通常は 
納付期限より2年を超える期間の保険料は時効
によって納付できないのですが、今月 
（平成27年9月）までは「後納制度」といって、
お申込みいただくことで申込月前より10年間 
さかのぼって納付いただくことができます。 
後納していただくことによって受け取る年金額
を増やすことができます。 

そうなんですか。 

後納していただくことによって受け取る年金額
を増やすことができます。 



老 齢 基 礎 年 金  後納制度と追納制度 

また、免除を受けた期間については「追納」と
いう制度がございまして、10年以内でしたら、
免除された当時の保険料を納付できます。 
こちらについてもご利用いただくと受け取る 
年金額を増やすことができますが、いかがです
か。 

では、後納制度の利用を検討してみます。 



老 齢 基 礎 年 金  後納制度と追納制度 

ありがとうございます。お申し込みは年金 
事務所で受け付けています。直接または郵送で、
この申込書を年金事務所の国民年金課にご提出
ください。後日納付書が郵送されてきます。 
ただし、後納の納付期限は今月中となりますの
で、早急に年金事務所をお訪ねいただき、その
場で納付書を発行してもらってください。納付
は、送付された納付書を利用した納付のみと 
なり、口座振替やクレジットカード払いは 
ご利用できませんのでご了承ください。 

ただし、後納の納付期限は今月中となります 
ので、早急に年金事務所をお訪ねいただき、 
その場で納付書を発行してもらってください。
納付は、送付された納付書を利用した納付 
のみとなり、口座振替やクレジットカード払い
はご利用できませんのでご了承ください。 



老 齢 基 礎 年 金  後納制度と追納制度 
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利用上の注意事項 
 

◆ 納付期限は納付書に記載された納付期限に 

  かかわらず老齢基礎年金の受給権の発生する 

  前日までであること 

  （通常は65歳の誕生日の前々日まで） 
 

◆ 老齢基礎年金の繰上げ請求を行うと、どちらの 

  制度も利用できなくなること 

＜後納制度と追納制度＞ 

後納制度と追納制度 
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＜後納制度と追納制度＞ 

後納制度と追納制度 

後納に関する注意事項 
 

◆現在の後納制度（10年）・・・ 平成27年9月30日まで 
 

↓ 

◆新しい後納制度（5年） ・・・ 平成27年10月1日 

  

平成30年9月30日 

～
 



老 齢 基 礎 年 金  任意加入と付加保険料の説明 

そのほかにも、年金額を増やす方法として 
国民年金への任意加入と付加保険料を 
納める方法がございます。 

聞いたことがあるような気がしますが、 
詳細を教えてください。 



老 齢 基 礎 年 金  

まず任意加入についてご説明します。井上様の
場合、65歳到達月の前月まで今月を含めて 
3か月ありますが、65歳になるまでの間、任意
加入して保険料を納めていただくことで年金額
を増やすことができます。 

65歳までしか任意加入できないんですね。 

おっしゃるとおりです。65歳以降に任意加入で
きるのは、原則として300か月以上の老齢年金
を受け取るために必要な資格期間を満たして 
いない場合に限られています。 

任意加入と付加保険料の説明 
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私は300か月以上納付しているから、65歳以降
は加入できないということですか。 

はい。それでも、今月中に任意加入をお申出 
いただいて保険料を納付いただきますと、 
3か月間保険料納付済期間が増えて、年金額を
多少なりとも増やすことができます。任意加入
される場合は、保険料の納付は原則として口座
振替となります。 

任意加入と付加保険料の説明 



老 齢 基 礎 年 金  

3か月しか加入できないなら、たいして 
もらえる額は増えないですね。60歳から加入 
できると聞いたことがありますけど、60歳時点
にさかのぼって加入できませんか。 

はい、任意加入制度は、その時々のお客様自身
のご判断によって任意に加入いただく制度と
なっておりますので、過去にさかのぼって任意
加入することはできないことになっています。 

任意加入と付加保険料の説明 



老 齢 基 礎 年 金  任意加入と付加保険料の説明 

◆ 60歳到達月～65歳到達月の前月まで加入できる 
（ただし、国民年金の被保険者期間が480月に達するまで） 
 

◆ 満額の老齢基礎年金を受給することに関心を持つ方 

  もいるため、受給資格のある方でも必ず説明をする 
 

◆ 申出した月より前にさかのぼって加入することは 

  できない 

＜任意加入の注意点＞ 
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「付加保険料」は、今ご説明した任意加入を
行っていただくことが前提となりますが、月
400円の保険料を通常の保険料にプラスして 
納付すると、受け取れる老齢基礎年金に毎年
200円×付加保険料納付月数分の付加年金が 
加算されるという制度です。 

任意加入と付加年金でどのくらい受け取れる 
年金額が増えますか。 

任意加入で年5,000円弱、付加年金で年600円
増えますね。 

うーん。増加額が少ないのでどちらもやめて 
おきます。 

任意加入と付加保険料の説明 



老 齢 基 礎 年 金  

うーん。増加額が少ないのでどちらもやめて 
おきます。 

「付加保険料」は、今ご説明した任意加入を
行っていただくことが前提となりますが、月
400円の保険料を通常の保険料にプラスして 
納付すると、受け取れる老齢基礎年金に毎年
200円×付加保険料納付月数分の付加年金が 
加算されるという制度です。 

任意加入と付加年金でどのくらい受け取れる 
年金額が増えますか。 

任意加入で年5,000円弱、付加年金で年600円
増えますね。 

任意加入と付加保険料の説明 



老 齢 基 礎 年 金  請求後の流れの説明 

平成27年12月23日以降に手続きができること
はご説明しましたが、その際にはこちらの書類
をご用意ください。 

それで、65歳きっかりでもらう場合には、 
どのような手続きが必要ですか？ 



老 齢 基 礎 年 金  請求後の流れの説明 



老 齢 基 礎 年 金  請求後の流れの説明 

よくわかりました。今日伺ったことについて
帰って家族とよく相談してみます。お忙しい 
ところありがとうございました。 

長い時間お疲れ様でした。 
お気をつけてお帰りください。 
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１ 

請求後の流れの説明 

２ 
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７ 
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◆ 住民票コード欄を記載いただくよう案内する 

  ⇒現況届、住所変更届の提出が不要となる 

＜年金請求書の記載方法の説明＞ 

請求後の流れの説明 

 

◆ 生計維持証明について記入いただく理由 

  ⇒配偶者の被用者年金加入期間によって、 

  請求者に振替加算が付く場合がある 



老 齢 基 礎 年 金  

＜その他注意点＞ 

その他注意点 

◆ 老齢基礎年金の受給に必要な加入期間が120か月に 

  なる可能性がある 

◆ 配偶者の厚生年金等被用者年金の加入期間が一定 

以上ある場合には、請求者に振替加算が支給される

可能性がある 

  



老 齢 基 礎 年 金  

繰上げのデメリット 
◆年金額が減額率によって減額される 
◆障害年金の事後重症請求ができない 
◆寡婦年金を受けている方の受給権が消滅する 

繰下げのデメリット 
◆65歳で老齢基礎年金の受給権が発生した場合、繰下げの  
 申出は少なくとも1年間待機となる 
◆振替加算が受けられる場合、繰下げ待機をすると申出を 
 するまで支給されず増額もされない 

その他注意点 

＜その他注意点＞ 
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◆ 現在68歳の女性。 
  70歳で老齢基礎年金を 
  繰下げ請求するべく待機中 
 

◆ 配偶者である夫は老齢基礎年金   
  及び老齢厚生年金を受給中に死亡 
 
➡ 妻の老齢基礎年金の繰下げ請求は 
  どうなるか 

問 題 

問題 



老 齢 基 礎 年 金  

解 答 

◆ 繰下げ待機中に他の年金受給権が発生した
場合、その時点まで繰下げが認められる 

◆ 次の2つのうちいずれかを選択する 

① 65歳時点に遡及して老齢基礎年金を請求する 

② その時点まで増額された老齢基礎年金を繰下げ 
請求する 

◆ 66歳になる前に他の年金受給権が発生した
場合は、老齢基礎年金の繰下げ請求は認め
られず、65歳からの増額されない老齢基礎
年金を請求する 

◆ 現在68歳の女性 
  70歳で老齢基礎年金を 
  繰下げ請求するべく待機中 
 

◆ 配偶者である夫は老齢基礎年金 
  及び老齢厚生年金を受給中に死亡 
 
➡ 妻の老齢基礎年金の繰下げ請求は 
  どうなるか 

問 題 

解答 
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業務支援ツールを使うと、年金のことをよく知らない
方にも理解してもらいやすかったような気がするな。 
もっとわかりやすい説明ができるように自分なりの 
使い方を研究してみよう。 


